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不開示理由等 所管局部課等

1 R6.7.4 R6.9.2

○○株式会社（許可番号第○○号）
・汚染土壌処理業に係る変更届出書（04環改
化第113号）
・汚染土壌処理業に係る変更届出書（06環改
化第215号）

○○株式会社（許可番号第○○号）
・汚染土壌処理業に係る変更届出書（02環改
化第797号）
・汚染土壌処理業に係る変更届出書（03環改
化第038号）
・汚染土壌処理業に係る変更届出書（03環改
化第339号）
・汚染土壌処理業に係る変更届出書（04環改
化第112号）
・汚染土壌処理業に係る変更届出書（05環改
化第450号）
・汚染土壌処理業に係る変更届出書（06環改
化第214号）

1
環境局 環境改善部 化学物質
対策課

2 R6.7.4 R6.9.2

○○株式会社（許可番号第○○号）
・汚染土壌処理業許可申請書（3環改化第570
号）
・汚染土壌処理業に係る変更許可申請書（05
環改化第869号）
・汚染土壌処理業に係る変更届出書（06環改
化第216号）
○○株式会社（許可番号第○○号）
・汚染土壌処理業許可申請書（02環改化第
781号）

1 1 1

不開示とした部分は事業者の敷地内図面であり、公に
することにより、建物内部への侵入や窃盗等の犯罪の
実行を容易にし、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれが
あるため、東京都情報公開条例第７条第４号に該当。
使用機器に関する情報のうち不開示とした部分につい
ては、当該法人の事業活動を行う上での事業運営情報
であるため、公にすることにより、当該法人の競争上
または事業運営上の地位が損なわれると認められるた
め東京都情報公開条例第７条第３号に該当。

環境局 環境改善部 化学物質
対策課

3 R6.7.4 R6.9.5

産業廃棄物処分業許可申請書（平成29年8月9
日付環資産更第723号）
産業廃棄物処分業の事業範囲変更許可申請書
（令和5年5月22日付環資産変第25号）
産業廃棄物変更届出書（令和6年2月5日付環
資産届第6033号）

977 1 1 1 別紙のとおり
環境局 資源循環推進部 産業
廃棄物対策課

4 R6.7.11 R6.9.9
都民の健康と安全を確保する環境に関する条
例（環境確保条例）の改正について（中間の
まとめ）への意見募集に寄せられた意見

1 環境局 総務部 環境政策課

決定区分 （根拠規定）条例７条
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決定区分 （根拠規定）条例７条

5 R6.9.4 R6.9.18

契約番号：05-00483
件名：令和５年度第三排水処理場その他定期
補修工事
工事設計書、説明書、工事総括数量表、総括
書、工種別総括
書、内訳書、内訳明細書表紙、内訳明細書、
代価明細書表
紙、代価明細書、諸経費計算書表紙 、諸経
費計算書

59 1
環境局 資源循環推進部 廃棄
物埋立管理事務所

6 R6.9.6 R6.9.20
・都民の意見を聴く会の運営等に関する要綱
・都民の意見を聴く会の実施に関する事務取
扱要領

5 1 環境局 総務部 環境政策課

7 R6.9.9 R6.9.20
・指定の申請（23環改化自第27号）
・指定の申請（23環改化自第38号）

333 1
環境局 環境改善部 化学物質
対策課

8 R6.9.9 R6.9.20 ○○公園計画書 24 1 環境局 自然環境部 緑環境課



「条例」：東京都情報公開条例

開示しない部分
開示しないこと
とする根拠規定

当該規定を適用する理由

敷地内図面 条例第７条第４号
公にすることにより、建物内部への侵入や窃盗等の犯罪の
実行を容易にし、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがある
ため。

写真（敷地内が写っているも
の）

条例第７条第３号
当該法人の内部管理に関する情報であり、公にすることで
事業者の競争上または事業運営上の地位が損なわれるた
め。

事業運営に関する情報、事
業場内の作業情報、構造物
の情報及び取引先に関する
情報のうち不開示とした部分

条例第７条第3号
当該法人の内部管理または事業運営に関する情報であり、
公にすることで事業者の競争上または事業運営上の地位が
損なわれるため。

使用機器に関する情報のう
ち不開示とした部分

条例第７条第３号
当該法人の事業活動を行う上での事業運営情報であるた
め、公にすることにより、当該法人の競争上または事業運営
上の地位が損なわれると認められるため。

敷地内図面 条例第７条第４号
公にすることにより、建物内部への侵入や窃盗等の犯罪の
実行を容易にし、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがある
ため。

事業運営に関する情報、事
業場内の作業情報、構造物
の情報及び取引先に関する
情報のうち不開示とした部分

条例第７条第3号
当該法人の内部管理または事業運営に関する情報であり、
公にすることで事業者の競争上または事業運営上の地位が
損なわれるため。

使用機器に関する情報のう
ち不開示とした部分

条例第７条第３号
当該法人の事業活動を行う上での事業運営情報であるた
め、公にすることにより、当該法人の競争上または事業運営
上の地位が損なわれると認められるため。

敷地内図面 条例第７条第４号
公にすることにより、建物内部への侵入や窃盗等の犯罪の
実行を容易にし、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがある
ため。

事業運営に関する情報、事
業場内の作業情報及び構
造物の情報のうち不開示とし
た部分

条例第７条第3号
当該法人の内部管理または事業運営に関する情報であり、
公にすることで事業者の競争上または事業運営上の地位が
損なわれるため。

使用機器に関する情報のう
ち不開示とした部分

条例第７条第３号
当該法人の事業活動を行う上での事業運営情報であるた
め、公にすることにより、当該法人の競争上または事業運営
上の地位が損なわれると認められるため。

産業廃棄物処分業変更届出
書（令和6年2月5日付環資産
届第6033号）

別紙

開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由

文書名

産業廃棄物処分業許可申請
書（平成29年8月9日付環資
産更第723号）

産業廃棄物処分業許可申請
書（令和5年5月22日付環資
産変第25号）

3 / 3 


